
  

 
地域・社会貢献 

○移動店舗車の導入 

岐阜県ＪＡバンクでは、平成２９年度より移動店舗車を導入しています。 

移動店舗車では、当座性貯金の入出金、定期性貯金の受入、公共料金・税金納付等

の業務等を行っており、令和７年７月現在、３ＪＡにおいて５台運行しています。 

また、大規模災害発生時には、移動店舗を被災地に派遣し、被災ＪＡの支援を行うこと

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○反社会的勢力等との取引排除にかかる取組 

平成４年３月に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行され、暴力

団を社会から排除し、国民の生活の安全と平穏を確保するため、国をあげて暴力団の根

絶に取組んでいるところであり、行政と民間とが一体となって暴力団をはじめあらゆる暴力を

排除していこうとする県民の総意に基づいて設立された「公益財団法人岐阜県暴力追放

推進センター」の賛助会員として反社会的勢力等排除に向けた活動を続けています。 

 

○特殊詐欺による被害の未然防止に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県ＪＡバンクでは、特殊詐欺による被害の未然防止を図る観点から岐阜県警と連携

し、７０歳以上のお客さまのうち、一定の条件に該当する方を対象に、ＡＴＭにおける出金な

らびに振込を制限しています。 

また、ＪＡネットバンクを悪用した詐欺行為への対応として、65 歳以上のお客さまのＪＡネ

ットバンク契約について、振込等資金移動取引を制限しています。 



  

○岐阜県警と「犯罪被害防止に関する協定」を締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＡＴＭにおける特殊詐欺対策への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害者の多くが犯人から携帯電話で指示を受けながらＡＴＭを操作し、詐欺であると気

づかないまま指定口座へ現金を振り込む事例が多発している状況を踏まえ、当会のＡＴＭ

での振込取引時にカメラで利用者の動作を解析し、携帯電話の使用を検知した場合、取

引を強制停止する機能を導入しました。 

岐阜県における特殊詐欺等の発生件数が増加傾向にあるなか、岐阜県ＪＡバンクと岐

阜県警の連携強化を図るため、以下の内容に基づく「犯罪被害防止に関する協定」を締結

しました。 

・岐阜県ＪＡバンクによる「特殊詐欺や金融サービス不正利用のおそれがある取引を検知 

した場合」の岐阜県警への情報提供 

・岐阜県警による「特殊詐欺等の発生状況や手口等に関する」岐阜県ＪＡバンクへの情報

提供 

・岐阜県警と岐阜県ＪＡバンクが連携した各種広報啓発活動の実施 


